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北海道胆振東部地震における支援活動報告
―管理栄養士としての支援活動―

The report of support activities in The Hokkaido Eastern Iburi Earthquake
- Support activities by the registered dietitian -
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　平成30年（2018年）９月６日に発生した北海道胆振東部地震において、公益社団法人北海道栄

養士会からの派遣要請を受け、筆者が本学栄養学科の代表として、かつ、北海道栄養士会会員の

１人として、被災地において支援活動に係った。活動日は、９月11日、12日の２日間で、厚真町と

安平町を訪問した。支援内容は、①栄養相談の支援、②避難所における傷病者向け特別食の支

援物資提供である。

　この度の支援活動により、避難所の食事状況を垣間見ることができ、かつ、被災者の栄養相談

に対応することができたと考える。しかし、管理栄養士として、自身の栄養教育に必要な聴くスキル、

伝えるスキルの研鑽に努める必要性を一層感じた。この度の学びを、学生教育を担う専門職の１人

として、学生にもしっかりと伝えていきたいと改めて考えている。

要旨

　 　
*	 札幌保健医療大学保健医療学部栄養学科　Department	of	Nutrition,	School	of	Health	Sciences,	
Sapporo	University	of	Health	Sciences
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Ⅰ．はじめに

　平成30年（2018年）９月６日ＡＭ３：07に、

胆振地方中東部（北緯42.7度、東経142.0度）

を震源地とする、マグニチュード6.7（暫定値）、

震源の深さ37km（暫定値）とする地震（北海

道胆振東部地震）1)が発生した。人的被害は、死

者41名（厚真町36名、苫小牧市２名、むかわ町・

札幌市・新ひだか町各１名）、重傷者18名（苫

小牧市６名、安平町・むかわ町各２名、ほか）、

軽傷者731名（札幌市295名、ほか）、物的被

害は、住宅被害が全壊409棟、半壊1,262棟な

どがあった。また、電力需給のインバランス（電

力の需要量と供給量の差）によって著しく周波

数が低下したことにより、北海道全域の約295

万戸が停電するという「ブラックアウト」が発

生した。ライフライン（電力、水道等）は比較

的短期間に復旧したが、10月29日時点の報告

でも、避難所は10箇所開設され、実避難者は

329人という状況にある。

　このような被害に対し、公益社団法人北海道

栄養士会（以下、「北海道栄養士会」）からの派

遣要請を受け、筆者が本学栄養学科の代表とし

て、かつ、北海道栄養士会会員の１人として、

被災地において支援活動に係ったため、その活

動について報告する。

Ⅱ．支援方法

１．対象地域（被災地域）の概要

　今回の北海道胆振東部地震の震源地は胆振地

方の中東部で、震度が最も大きかったのは厚真

町（震度７）で、次いで、安平町・むかわ町（共

に震度６強）、札幌市東区・千歳市･日高町・平

取町（震度６弱）などの震度が各地で記録され

た。この度の支援活動を行ったのは、これら被

災地域のうち、厚真町、安平町の２町である。

災害対策基本法2)および地域保健対策の推進に

関する基本的な指針3)により、被災市町村を支

援する役割は保健所が担うことが求められてい

るが、厚真町や安平町を含む１市４町を管轄し

ているところが北海道苫小牧保健所である。北

海道苫小牧保健所管内の地勢は、単調に続く砂

浜沿いの平坦地から、東に波状型丘陵地を経て、

東は日高地域と接し、西は胆振西部地区と接し

ている。管内には、樽前山やウトナイ湖（ラム

サール条約登録湿地）もあり、産業は、稲作や

畑作、酪農、漁業など一次産業と製紙などの二

次産業が盛んな地域4)である。

２．支援要請の経緯

　平成30年９月６日に発生した北海道胆振東

部地震に対し、北海道庁（北海道保健福祉部健

康安全局）から、北海道栄養士会に対し支援依

頼「胆振地方中東部を震源とする地震による災

害に係る避難所等で生活する方への栄養・食生

活支援について」があった。要請事項は、①厚

真町、安平町の栄養相談の支援、②避難所にお

ける傷病者向け特別食の支援物資提供であっ

た。北海道栄養士会5)は、「北海道内における災

害時に、被災地に対する栄養支援等を行う」こ

とを目的とした規程を定め、道内の災害被災地

に対し栄養支援を行う「北海道栄養士会災害支

援隊」を結成していることもあり、北海道庁か

らの支援要請を受け入れ、公益社団法人日本栄

養士会（以下、「日本栄養士会」）より助言と協

力を受けて活動を開始した。

　日本栄養士会には、「JDA-DAT」6)という災

害 支 援 チ ー ム（JDA-DAT：The Japan Dietetic 

Association-Disaster Assistance Team）」を設立

している。このチームは、日本栄養士会が、平

写真１．災害支援医療緊急車両「JDA-DAT トーアス号」
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成23（2011）年３月11日に発生した東日本大

震災をきっかけに、大規模自然災害発生時、迅

速に、被災地での栄養・食生活支援活動を行う

ために設立したものである。この度の災害にお

いても、日本栄養士会の「JDA-DAT」メンバー

の１人である日本栄養士会理事の派遣が叶い、

災害支援医療緊急車両「JDA-DATトーアス号」

(写真１、以下、「災害支援医療緊急車両」)に特

殊栄養食品を積載して、東京から苫小牧港を経

由して、９月10日に来道された。

　北海道栄養士会から本学教員への支援要請

は、９月９日に本学栄養学科長を通じて相談が

あり、有珠山噴火災害時に被災地に派遣された

経験がある筆者7)が派遣候補者となり、９月10

日に同会会長から本学学長宛に正式な派遣依頼

「北海道胆振東部地震の被災者の健康状態把握

業務の支援」があり、承諾した。

　派遣期間は、９月11日と12日の２日間であった。

Ⅲ．支援内容

１）２日間の支援活動内容

　主な日程は、表１の通りであり、２日間の

共通事項は、以下のような点である。

①　災害支援医療緊急車両にて札幌市内を出

発し、北海道苫小牧保健所にて、当日

の訪問計画等の相談、確認等を行った。

②　打合せ後は、災害支援医療緊急車両に乗

り、「北海道栄養士会」のロゴ入りのウ

インドブレーカーを名札代わりに着用

し、北海道栄養士会から貸与された携帯

電話を持ち、その携帯電話番号と北海道

栄養士会の名称が掲載されたチラシ（資

料１）を持参し、訪問等に出掛けた。

③　災害支援医療緊急車両に積載した食品

は、育児用粉ミルク、フォローアップミ

ルク、アレルギー対応用ミルク、ベビー

フード、高エネルギースープ、高エネル

ギードリンク、レトルトパウチ粥、アレ

ルギー対応食品等であった。

④　業務終了時には、北海道苫小牧保健所に

その日の活動内容等を電話で報告した

後、災害支援医療緊急車両にて帰札し

た。

⑤　帰札後、活動記録を支援担当者同士で相

談しながら作成し、１日の活動の振り

返りと翌日の活動計画を立てた。２日

目は、翌日の支援者への引継ぎ事項を

確認し、記録した。

９月11日（火）
６:00 自宅を出発
７:00 集合場所（北海道栄養士会前）を出発
８:30 北海道苫小牧保健所に到着
８:45 災害対策会議に出席（北海道苫小牧保健所会議室）
９:30 北海道苫小牧保健所管理栄養士と活動の打合せ
10:00 苫小牧保健所出発

・安平町対策本部
・安平町内の避難所の巡回
・移動時間中に昼食

15:30 安平町出発
18:30 帰札

活動記録の作成、活動の振り返り、翌日の打合せ
20:00 帰宅
９月12日（水）
７:00 自宅を出発
８:30 北海道苫小牧保健所に到着
８:45 災害対策会議に出席（北海道苫小牧保健所会議室）
９:30 北海道苫小牧保健所管理栄養士と活動の打合せ
10:30 苫小牧保健所出発

・厚真町対策本部
・依頼先の自宅、避難所の訪問
・電話相談への対応
・昼食休憩
・厚真町内の避難所の巡回

17:00 厚真町出発
18:30 帰札

活動記録の作成、活動の振り返り、翌日の支援者
への引継ぎ事項の記録

19:00 帰宅

表１．２日間の活動日程

資料１．配布したチラシ
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　支援活動時、避難所は、厚真町に６箇所、安

平町に８箇所、むかわ町に11箇所ほど開設さ

れていた。避難所が広域に開設されていること

や、被害を受け通行止めになっている道路があ

るため回り道の必要があるなどの事情もあり、

全避難所を２日間で巡回することは出来なかっ

た。

　支援担当者は、９月11日（１日目）は、筆

者のほか、日本栄養士会「JDA-DAT」のメンバー

と、北海道栄養士会会員の計３名、９月12日（２

日目）は、筆者のほか、北海道栄養士会会員の

計２名であった。

２）避難所の巡回訪問について

　９月11日（１日目）は、安平町を中心に活

動を開始した。安平町内の避難所訪問時には、

持参したチラシ（資料１）を配布し、避難住民

の目に付く位置での掲示の依頼と、避難所で提

供される食事（通常食）が食べられない対象

者（乳児、離乳食児、アレルギー除去食児・者、

塩分制限食者、たんぱく質制限食者、糖尿病食

者など）がいた場合に、連絡が欲しいこと、また、

その該当者に栄養相談を実施できること、特別

食の支援物資を提供できることなどの説明を行

い、該当者の把握と情報提供について協力を依

頼した。

　避難所運営者に避難所での食事等の概要を

伺ったところ、各避難所とも同様の運営をして

いた。支援物資の配布方法は、３食の食事は配

布時刻を決め（朝食７:00、昼食12:00、夕食

18:00等）、基本メニューとしては「朝食：パン、

昼食：レトルト食品（丼物・カレー等）、夕食：

カップ麺」が掲示により示されていた。その他

に、自由に持ち帰れる物資として、「菓子パン」、

「ベビーフード」、「水･お茶・ジュース類」、「イ

ンスタント味噌汁」、「歯ブラシ」などがあった

が、それらの提供方法や種類・量は避難所に

よって異なっていた。基本の提供食の他に、炊

き出しも行われていたが、その実施回数、規模、

炊き出しを行う団体等も避難所によって異なっ

ていた。避難所を運営する担当者に炊き出し内

容について伺ったところ、ある避難所では自衛

隊の炊き出しがほぼ毎日あり、住民から要望の

あった「野菜をもう少し多くして欲しい」旨を

伝えると、次回から「ミニトマト」や「ほうれ

ん草のお浸し」や具だくさんの「豚汁」など、

野菜を意識したメニューを提供してくれるよう

になったとのことであった。別の避難所では、

地域の飲食店経営者たちが屋台形式で食事を提

供してくれているとのことであった。被災地域

の基幹産業が農業であることも助け、野菜類は

比較的入手し易い様子で、これまでの災害時に

よく聞かれる「野菜の困窮」など8、9)の状況と

は様子が少し異なっているように感じた。

　避難所での生活は、避難施設によって様子が

大きく異なっていた。体育館等の大広間で多人

数が利用している施設と、研修室などの小規模

な部屋を少人数で使っている施設があった。ま

た、体育館で生活する際も、ダンボールの仕切

りでプライベート空間を作っている施設がある

一方、仕切りの無い空間に各自の布団を敷いて

生活している施設もあり、避難所の施設整備や

規模等によって、食事や就寝などを行う生活空

間の様子は異なっていた。

　巡回する中、東京都から「液体ミルク」（写

真２）が支援物資として提供されたという情報

があったため、物資の到着先や保管方法の確認

も行った。「液体ミルク」とは、紙パック入り

のフィンランド製の乳児向けのミルクで、「０

写真２．「液体ミルク」と液体ミルク配布用説明書
※左：０～６か月児用（No.1)、右：６～ 12 か月児用（No.2)

説明書：「災害時における液体ミルクの使用について」
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～６か月児用（No. １)と「６～ 12か月児用（No.

２)の２種類がある。粉ミルクの様に水に溶か

す必要が無く、常温管理が可能であるため、衛

生的な水が使用できない場合に有用と考えられ

ている物資であるが、まだ国内での使用実績が

大変少ない状況にある。そのため、使用にあたっ

ては不安を持つ住民も多いと考えられたため、

保健所管理栄養士に情報提供を行い、指示を仰

ぐこととした。

　９月12日（２日目）は、厚真町の避難所を

中心に訪問したが、既に前々日（９月10日）

に日本栄養士会「JDA-DAT」スタッフと保健所

管理栄養士がチラシ（資料１）を配布済みだっ

たため、チラシの掲示状況の確認と、該当者の

有無を確認した。避難所巡回前や巡回のための

移動中に、直接または電話により、相談依頼が

あった場合は、対象者のもとへ訪問し、状況を

確認して必要な支援を行った。

３）栄養相談と支援内容

　２日目の９月12日、避難所巡回の前・中に、

前日までに配布したチラシ（資料１）を見聞き

した保健所や町の保健師、地域住民から直接ま

たは電話により、相談依頼があった。対象者の

住所や面接できる場所の情報をもらい、地図を

頼りに、対象者のもとへ訪問をした。対象者ま

たは対象者の妻から状況を確認し、可能な範囲

の支援を行った。相談件数は、２日目のみの計

５件で、相談内容、状況を確認した事項、対応

した内容等については、表２の通りである。

Ⅳ．支援活動における評価と課題

　平常時、災害時に限らず、人が生きるために

は、「食」は大変重要である。食事が担う主な

３つの役割は、①生きるために必要なエネル

ギー・栄養素・水分の補給、②病気の予防・傷

病の悪化防止、③精神的ストレスの緩和である。

災害時は心身ともに大きなストレスを受け、病

気の発症、悪化につながる10)ことが知られてお

り、食に関する支援というのは、災害時には特

に必要不可欠なものと考えている。

　この度、筆者が管理栄養士として、災害時の

避難所の様子、特に食事状況を目の当たりにす

表２．個別支援の概要
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ることが出来たこと、そして、そのような中、

一部の被災者へ少量ではあるが物資の提供と、

栄養に関する支援が出来たことは有意義であっ

たと考える。その理由は、被災者へ何らかの支

援が出来たことが最も大きいが、加えて、管理

栄養士の業務の一部である栄養支援というもの

を被災地の住民や保健師等の専門職に伝えるこ

とができる良い機会になったと考える。そして、

もう１つは、管理栄養士である筆者自身がスキ

ル研鑽の重要性を再認識する契機となったため

である。

　この度の栄養支援に当たって、特殊栄養食品

を提供するための物的準備をした以外は、例え

ば栄養状況を把握するためのアセスメントシー

トの準備や、栄養教育のための教材等の準備は

一切行わずに被災地に赴いた。そのため、どの

ように対象者の状況を把握し、どのように困り

ごとに対応すべきか、その場で迅速に判断し、

回答を求められるという環境であった。栄養支

援活動を通じ、これまでの様々な栄養教育の経

験やスキル等が試される場面であったと感じ

た。

　災害時は、物資が不足していることから、何

らかの物資の提供を受けられるということは、

住民にとって、もちろん嬉しいことであると思

われるが、物資の提供というのは、量に限界が

あり、全ての被災者が満足するまで提供すると

いうことは不可能である。それに対し、悩みに

耳を傾け、励ましたり、情報を提供したりとい

う栄養コミュニケーションの提供は、工夫次第

により限界は無いといえる。栄養支援業務とい

うのは、物資の提供のほか、悩み相談に答える

という言語・非言語コミュニケーションによる

支援も含まれると考える。つまり、コミュニケー

ションに、「心に栄養を与える｣ という働きを

期待すると、広い意味での栄養支援であるとい

えるであろう。

　この度の経験を契機に、管理栄養士としての

スキル研鑽に一層努めていきたいと感じた。ま

た、避難所での現状を見聞きしたことで、災害

時の避難所では、どのような食が提供されてい

るのか、課題は何か、どのように対応、支援を

すると解決に近づくのかを、学ぶ大変貴重な機

会となった。これらの経験を、今後の学生教育

にも活かして伝えていきたいと考える。

　また、この度の北海道胆振東部地震は、日本

栄養士会からの助言と人的協力と災害支援医療

緊急車両の借用という形で、迅速、かつ適切な

支援があったこと、加えて、それを活用した北

海道栄養士会が、会員の管理栄養士に速やかに

派遣依頼を行ったことが管理栄養士による被災

地での支援活動につながり、これらの点は客観

的に評価できると考える。

　しかし、災害とは、非日常の緊急事態であ

り、緻密に計画的にゆとりを持って作業を進め

る、ということが出来にくい状況である。その

ような中、今回の派遣要請は、北海道栄養士会

の会員がいる大学等を中心に派遣できる管理栄

養士を探すという手法であり、今後も災害時に、

恒久的に栄養支援活動を行っていく方法として

は、最善策とはいえないと考える。そのため、

北海道栄養士会は、災害時の栄養支援を会員に

要請する流れを整理し、支援活動を行いたい・

行っても良いと考える管理栄養士の確保と、そ

のような人材への迅速な情報提供や依頼できる

仕組みづくりを構築していくことが急がれると

考える。災害時は、支援活動を行いたいと考え

ていた管理栄養士自身が被災者になることも想

定されるため、１人でも多くの会員が災害支援

に対する意識を向上させ、かつ、支援の際のス

キルを高めていくことが重要であると考える。

学生の栄養教育スキルの向上を担う職務である

筆者としては、学生への教育という形において

も、今後、一層尽力していかなければならない

と考える。

Ⅴ．まとめ

　平成30年（2018年）９月６日に発生した北

海道胆振東部地震において、北海道栄養士会か

らの派遣要請を受け、被災地において支援活動

に係る機会を得た。その結果、避難所の食事状
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況を垣間見ることができ、かつ、被災者の栄養

相談に対応するという支援ができた。しかし、

今回の支援活動を通じ、管理栄養士として、自

身の栄養教育に必要な聴くスキル、伝えるスキ

ルの研鑽に努める必要性を一層感じた。この度

の学びを、学生教育を担う専門職の１人として、

学生にもしっかりと伝えていきたいと改めて考

えている。
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